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子ども・子育て支援新制度 施行後の課題、意見等 

 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

全国保育協議会 

 

1．公定価格（給付）に関する内容 

・3 歳児の職員配置は、20：1→15：1 に改善した場合の加算措置がなされたが、

そのほかの年齢区分の配置基準についても、改善に向けて加配を加算対象に

するべきである。 

 

・1 号部分に設けられている「学級編制加配加算」や「チーム保育加算」のよう

に、小集団化したグループに対する保育を行う場合に加配する実態に対して

は、加算的な評価が必要である。 

 

・障害児への対応について、療育支援加算が設けられているが、特別児童扶養

手当支給対象児童を受け入れる施設には、より手厚く、また専門知識を有す

る職員配置が実現するように、基本額の上乗せが必要である。 

また、上記対象児童以外で、いわゆる「気になる子」と目される児童に対し

て、個別的配慮をしながらも集団保育の中で育んでいくための加配ができる

よう、同様に基本額の上乗せ、あるいは他の加算の創設による対応が望まれ

る。 

 

・看護師配置が進むような公定価格の設定をお願いしたい。アレルギー児の対

応や、専門的知見に裏付けされた質の高い支援により、利用子どもの保護者

から納得感・安心感が得られることにつながる。 

 

・幼保連携型認定こども園における「学校薬剤師」の配置（嘱託）について、

配置のための採用が進めやすいよう、公定価格の設定を改善してほしい。 

 

・小規模保育事業について、単独事業として運営が成り立ちやすいよう、給付

を改善してほしい。地方部では、需給の状況により地域で複数事業所を開設

するなどのスケールメリットを創出し難い。 
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2．子ども・子育て支援新制度で生じる事務に関する内容 

・給付（委託費）の申請に係る事務手続きが、従来制度に比べて増大している。

各種加算の申請手続きや処遇改善等加算の加算率認定に係る手続き、年度途

中の加齢による 3 号から 2 号への認定区分変更や家庭環境の変化に伴う認定

区分変更、情報公表に係る書類の整備、これら諸手続きを行政に対して行う

窓口業務等、従来の事務体制では賄いきれない状況がある。専従の事務職員

を配置するに見合った給付が必要である。 

 

・増大した事務手続きについて、全国統一様式とすることやなるべく簡潔・平

易にする等の簡素化が必要であり、また、事務手続きを支援する仕組み・体

制が市町村行政に必要である。なお、事務手続きに関する各市町村の理解の

統一を進め、いわゆるローカルルールを排除する必要がある。 

 

 

3．地域子ども・子育て支援事業に関する内容 

・11 時間とする保育標準時間が整理されたことに伴って、延長保育の補助金の

取扱いが、従来制度とは大きく変わっている。延長保育のみの金額に着目し

てしまうと、従来から大幅に減額されているという印象がある。実態として

不足するのか否か、納得性のある説明が必要である。 

 

・休日保育について、利用料の徴収の取扱いが各自治体によってバラバラな状

況である。FAQ でその取扱いは示されているものの、整合しないケースも散

見されるので、あらためて周知・確認が求められる。 

 

 

4．市町村における対応に関する内容 

・加算認定をはじめとする給付に係る市町村の確認手続きが進んでおらず、本

来入ってくるべき給付が十分になされていない。概算払いでの取り扱いも認

められているので、まずは必要な給付をするよう、より一層の市町村に対す

る指導をお願いしたい。 

 

・保育の必要性の認定について、同一家族内の兄弟間で認定が標準・短時間と

異なる等、利用の妨げとなるような認定がなされているので、改善をお願い

したい。 

 

・子ども・子育て支援事業計画が策定できていない自治体がある 
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・新制度が施行されているにも関わらず、自治体での手続きの関係で小規模保

育事業の認可が進んでいない。 

 

・利用定員の設定について、自治体間で認識・取扱いが異なっている。利用定

員を 1 名でも超過する場合に定員変更を求められる等、定員超過の考え方が

国の示している内容と異なっている。 

 

・これまで各自治体で行われていた単独補助が、新制度で位置づけを得たもの

は削減されてしまった。地域の実情に応じてより良い体制のために必要な手

当てについては、継続されるよう望みたい。 

 

 

5．職員の資格に関すること 

・幼稚園教諭免許を保有する保育士で、保育所で勤務している職員には、従来、

教員免許更新について情報の周知がなされていなかった。今後、移行を予定

している保育所等もあるなかで、保育教諭の確保のためにも、適切な情報提

供が求められる。 

 

・教諭免許・保育士資格の併有への移行期間について、各施設の移行状況を踏

まえつつ、実態に応じて期間の延長を検討いただきたい。 

 

 

6．その他 

・施設整備の申請期間が短く、書類の整備が困難である。 

 

・移行した認定こども園について、定款準則の変更手続きを届け出で良しとす

るなどの簡素化を望みたい。 

 

 


